
(1)集落協定の概要

(2)協定農用地の基準別の面積及び交付額

急傾斜 緩傾斜※ 計

田 1,013,025 1,747,261 2,760,286 30,101,076

畑 199,585 458,424 658,009 3,270,001

合 計 1,212,610 2,205,685 3,418,295 33,371,077

※小区画・不整形を含む

(3)集落協定締結数及び各集落への交付額

田 畑 計

1 上二ノ田 14,031 1,625 15,656 124,955

2 山ノ口 15,331 4,998 20,329 144,099

3 細谷 0 162,204 162,204 1,020,635

4 白根3区第2 4,308 39,236 43,544 261,146

5 梅の木沢 10,030 0 10,030 168,504

6 白根5区 10,686 0 10,686 179,524

7 白根11区 11,469 24,094 35,563 216,574

8 白根12区 35,765 9,850 45,615 587,549

9 山舟生2区 8,245 2,926 11,171 146,708

10 山舟生3区 46,149 44,375 90,524 721,905

11 山舟生6区 24,985 0 24,985 419,748

12 山舟生8区 23,166 0 23,166 220,843

13 山舟生9区 42,227 6,231 48,458 898,520

14 山舟生12区 15,664 9,216 24,880 142,492

15 富野9区 0 10,205 10,205 93,886

16 五十沢宮下 0 8,339 8,339 95,898

17 朝草口 25,773 7,659 33,432 454,431

18 山野川 165,256 0 165,256 1,575,171

19 山野川東 96,928 0 96,928 891,456

20 田代 7,124 22,802 29,926 183,528

21 広畑楮畑 22,620 39,660 62,280 716,285

22 西舘堰 360,183 0 360,183 2,305,171

23 広瀬 135,332 0 135,332 1,418,134

24 飯田西部 90,796 0 90,796 581,094

25 泉原北 82,475 0 82,475 532,561

26 石田中央 12,168 0 12,168 164,943

27 名目沢 28,091 23,938 52,029 626,270

28 下小国 236,051 0 236,051 2,274,928

29 上小国中組 72,135 0 72,135 801,161

30 上小国上組 115,694 53,080 168,774 2,045,565

31 月舘 94,437 18,695 113,132 1,430,807

32 布川 135,006 40,392 175,398 2,842,633

33 御代田 225,483 38,869 264,352 2,190,455

34 糠田 302,830 83,153 385,983 3,698,112

35 上手渡 91,075 6,462 97,537 1,212,666

36 下手渡 159,565 0 159,565 1,489,772

37 大石森堰 39,208 0 39,208 492,948

2,760,286 658,009 3,418,295 33,371,077合 計

令和５年度中山間地域等直接支払交付金の実施状況について

　　令和５年度の協定締結集落数は、３７集落です。
　　その内訳は、保原地区 １集落、梁川地区 １５集落、霊山地区 １５集落、月舘地区 ６集落です。

区 分
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(4)農業生産活動等及び農業生産活動等の体制整備の実施状況
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1 上二ノ田 〇 ○ ○ 〇

2 山ノ口 ○ ○ ○ ○

3 細谷 ○ ○ ○ ○ ○

4 白根3区第2 ○ ○ ○ ○

5 梅の木沢 ○ ○ ○ ○

6 白根5区 ○ ○ ○ ○ ○

7 白根11区 ○ ○ ○ ○ ○

8 白根12区 ○ ○ ○ ○ ○

9 山舟生2区 ○ ○ ○ ○ ○

10 山舟生3区 ○ ○ ○ ○ ○

11 山舟生6区 ○ ○ ○ ○

12 山舟生8区 ○ ○ ○ ○ ○ ○

13 山舟生9区 ○ ○ ○ ○ ○

14 山舟生12区 ○ ○ ○ ○

15 富野9区 ○ ○ ○ ○

16 五十沢宮下 ○ ○ ○

17 朝草口 ○ ○ ○

18 山野川 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

19 山野川東 ○ ○ ○ ○

20 田代 ○ ○ ○

21 広畑楮畑 ○ ○ ○ ○

22 西舘堰 ○ ○ ○ ○

23 広瀬 ○ ○ ○ ○

24 飯田西部 ○ ○ ○

25 泉原北 ○ ○ ○ ○

26 石田中央 ○ ○ ○

27 名目沢 ○ ○ ○ ○ ○ ○

28 下小国 ○ ○ ○ ○ ○ ○

29 上小国中組 ○ ○ ○

30 上小国上組 ○ ○ ○ ○ ○

31 月舘 ○ ○ ○ ○

32 布川 ○ ○ ○ ○ ○

33 御代田 ○ ○ ○ ○ ○

34 糠田 ○ ○ ○ ○

35 上手渡 ○ ○ ○ ○

36 下手渡 ○ ○ ○ ○ ○ ○

37 大石森堰 ○ ○ ○

8 18 30 16 13 1 1 41 29 20 1 1 2 9

№ 集落協定名

農業生産活動等として取り組むべき事項

集落戦略の作成
（第５期から、「集落戦略」
を作成することが体制整備単
価の適用を受ける要件とな

る。）

農業生産活動等 多面的機能を増進する活動

耕作放棄の防止等の活動
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